
大分市建築ルールを守る協定を締結しました。

　違反建築物の発生を防止するため、建築関係や不動産、測量設計等の６団

体と「建築ルールを守る協定」を締結し、「違反建築をしない・させない・つくら

せない」を念頭に安心安全なまちづくりを推進することとしました。

　

１．協定内容

(1)建築基準法や都市計画法および宅地造成等規制法について市民や施主

や消費者に対する周知活動

(2)協定締結団体における、関係法の習得および遵守活動

(3)協定締結団体の構成員等が、工事中の違反建築と思われる物件を発見し

た場合、市への情報提供活動

２．協定により期待される効果

協定締結団体構成員等の関係法の習得や遵守意識の高まりとともに、施

主や消費者などへの、関係法の周知が行われることによる違反の未然防止

や、工事中の違反建築行為の情報提供による違反の早期発見、違反是正の

迅速化などにより、違反への抑止効果を期待しています。



３．協定締結団体(順不動)

・大分県建設業協会大分支部　様

・公益社団法人 大分県建築士会　様

・一般社団法人　大分県建築士事務所協会 様

・一般社団法人　大分県宅地建物取引業協会　様

・公益社団法人 全日不動産協会　大分県本部　様

・一般社団法人　大分県測量設計コンサルタンツ協会　様

４．協定の調印日

　平成２６年１１月２５日








